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日程第２ 会期の決定  

日程第３ 議案第31号 鞍手町固定資産評価審査委員の選任 
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日程第５ 議案第33号 令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第６ 議案第34号 令和４年度鞍手町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第７ 議案第35号 鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和４年度固定資産税の 

課税免除 

 



1 

 

令和４年６月８日（第１日） 

開議１３時００分 

 

○議長（星 正彦君） 

ただ今から、令和４年第３回鞍手町議会定例会を開会します。 

今期定例会において、田中会計課長が体調不良のため、欠席の報告が執行部より有りまし

た事をお知らせいたします。 

まず、町長より提出されております 

「令和３年度 鞍手町 一般会計 繰越明許費 繰越計算書」 

「令和３年度 鞍手町 一般会計 継続費 繰越計算書」 

「令和３年度 鞍手町 かんがい施設 維持管理運営費 特別会計繰越明許費 繰越計算書」 

「令和３年度 地方独立行政法人 くらて病院 貸付金等 特別会計 繰越明許費 繰越計算

書」 

「鞍手町 教育大綱」及び監査より提出されております「例月 現金出納 検査報告書」を

お手元のタブレット端末機に送信していますのでご確認下さい。 

次に、本日まで受理しました陳情一件は、お手元のタブレット端末機に送信しています「陳情文書表」のと

おり、所管の常任委員会に付託しますので報告しておきます。 

これより日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において３番議員 田中 二三

輝 議員及び４番議員 宇田川 亮 議員を指名します。 

次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。 

お手元のタブレット端末機に送信しています、会期日程案により、今期定例会の会期は、

本日から６月２０日までの１３日間にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月２０日までの１３日間に決定しました。 

次に進みます。 

日程第３ 議案第３１号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（岡崎 邦博君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第３ 議案第３１号は、鞍手町固定資産評価審査委員の選任であります。 

鞍手町固定資産評価審査委員であります坂田正明氏の任期が、令和４年６月９日をもって

満了となるため、同氏を再度委員として選任いたしたく、議会の同意を得るものでありま
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す。 

なお、同氏の略歴につきましては、略歴書を添付いたしておりますので、ご参照くださ

い。 

以上が、日程第３ 議案第３１号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

これから質疑を行います。 

議案第３１号について、質疑ありませんか。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

ただいまの提案説明と、それから配付されております資料等によりますと坂田氏がどう

のっていうことの前に、この方の任期満了が明日９日ということになっております。 

どういう取決めがあるかわかりませんけども、任期満了の前、何日間前までに議案、議会

に諮るとか、そういった内規的なものがあるのかないのか。 

今回、その内規的なものに照らし合わせたときに今回のこの上程、余りにもちょっとせっ

ぱ詰まってるというふうな判断をせざるを得ない。 

その辺をどのように考えて我々は受け止めていいのか、その辺を説明してください。 

○税務住民課長（石田 克君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

税務住民課長。 

○税務住民課長（石田 克君） 

お答えいたします。まず議員さんの言われたようなですね、ないというのは、ございませ

ん。 

取決めといたしましては、地方税法の４２３条の中に任期については３年だということ

と、あと町議会の同意を得て町長が選任するという決まりになっております。以上です。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

議長。 

○議長（星 正彦君） 

田中議員。 

○議員（３番 田中 二三輝君） 

ちょっと余りにも任期が任期で、本日初日にね。たまたまそれが今日初日になったという

ことだけだと思うのだけど、これがこの前にも臨時会があったわけだから、その辺を十分に
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ちょっと考慮していただいて議案として今後出していただくと、言ったようなことじゃな

いと。この案件自身っていうのが、やはりちょっと、せっぱ詰まり過ぎてるんじゃないかな

というふうに受け止めていますので、その辺は十二分にもご考慮していただいて今後やっ

ていただきたいと。 

いうふうな気持ちがありますけども、町長ちょっとその辺について。 

○町長（岡崎 邦博君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

田中議員がご指摘のとおり、確かに期限が迫っているということもありますので、今後は

任期を確認しまして、より準備を早めに準備をし、余裕を持ったところで議案として議会に

提案したいというふうに思います。 

○議長（星 正彦君） 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

議案第３１号は、会議規則第３８第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第３１号は委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。 

議案第３１号について、討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。 

議案第３１号「鞍手町 固定資産 評価審査委員の選任」を採決します。 

本案について、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

（「挙手」多数） 

挙手多数です。 

よって議案第３１号は、同意することに決定しました。 

次に、日程第４ 議案第３２号から日程第６ 議案第３４号までの３件を一括して議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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○町長（岡崎 邦博君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 

町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第４ 議案第３２号から日程第６ 議案第３４号までの３件につきまして、一括し

て提案説明を申し上げます。 

日程第４ 議案第３２号は、令和４年度鞍手町一般会計補正予算(第２号)であります。 

本補正予算は、通常の補正分とともに、国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等

総合緊急対策」の趣旨を踏まえ新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

とする本町独自の支援事業や国の住民税非課税世帯等支援事業に要する経費を一体的に編

成しております。 

本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では、２款 総務費において、コミュニ

ティ助成事業費で、一般財団法人自治総合センターから助成金の交付決定を受けたため、

一般コミュニティ助成事業補助金２４０万円を追加しております。 

また、庁舎等建設費では、鞍手町庁舎等建設地造成工事１工区及び２工区の造成工事に係

る撤去工及び仮設工の施工数量の増加による経費として１千万円を追加しております。 

次に、３款 民生費では、国費を財源とする住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の

給付に伴う関連費用として、４，２２４万９千円を追加しております。 

同じく、国費を財源とする低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯以外の住民税非課

税世帯等に対する特別給付金の給付に伴う関連費用として、１，６２２万円を追加してお

ります。 

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする公立保育所及び

私立保育園への給食費の材料値上がり分に対する経費として、鞍手町古月保育所で、１２

９万６千円、鞍手あゆみ認定こども園及び鞍手のぞみ保育園で、２３０万１千円をそれぞ

れ追加しております。 

次に、４款 衛生費では、養育医療費で生活保護受給者の出生後間もない乳児が入院さ

れたことから、医療に係る経費として、９５４万４千円を追加しております。 

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として、水道料金の基

本料金６ヶ月分の減免に伴う水道事業会計の減収分を補てんするため、水道事業会計補助

金５千４百万円を追加しております。 

次に、６款 農林水産業費では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財

源として、コロナ禍における燃油価格の高騰により、特に影響を受けている施設園芸農家に

対して、施設園芸燃油価格高騰対策事業費補助金として、３百万円を追加しております。 

次に、１０款 教育費では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源

として、国のＧＩＧＡスクール構想を実現するため、小学校の大型モニターの整備に要す
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る経費として、１，３１８万４千円を追加しております。 

同じく、臨時交付金を財源として、ＧＩＧＡスクール構想を実現するため、中学校の大

型モニターの整備に要する経費として、８２２万８千円を追加しております。 

同じく、臨時交付金を財源として、燃料費や食料費等の物価上昇に伴う小、中学校の給

食費の材料値上がり分に対する経費として、６３９万２千円を追加しております。 

一方、歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、国庫補助金や県

補助金等を追加しております。 

そして、これらの要因により生じた財源不足額９２３万３千円は、財政調整基金から繰

り入れることにより、歳入歳出予算を調製しております。 

その結果、歳入歳出それぞれ１億７，４２６万８千円を追加し、予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ９３億２，３６６万９千円となっています。 

次に、日程第５ 議案第３３号は、令和４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算(第１号)であります。 

本補正予算は、歳出では一般管理費及び特定健康診査等事業費を追加し、歳入では、補

助対象事業費の増額に伴う県支出金の増額等の補正要因を調製しております。 

その結果、歳入歳出それぞれ３１２万６千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１

８億６，９３５万３千円としております。 

次に、日程第６ 議案第３４号は、令和４年度鞍手町水道事業会計補正予算(第１号)で

あります。 

本補正予算は、「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」の趣旨を踏まえ新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする本町独自の支援策を実施することに伴い

補正するものであります。 

予算第３条 収益的収入のうち、水道事業収益において、営業収益を５千４百万円減額

し、営業外収益を５千４百万円追加しております。 

これにより水道事業収益の収入全体では、３億４，４９５万４千円となり予算の増減はあ

りません。 

以上が、日程第４ 議案第３２号から日程第６ 議案第３４号までの提案説明でありま

す。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。 

次に、日程第７ 議案第３５号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（岡崎 邦博君） 

 議長。 

○議長（星 正彦君） 
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町長。 

○町長（岡崎 邦博君） 

日程第７ 議案第３５号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第７ 議案第３５号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例に基づく令和４年度固

定資産税の課税免除であります。 

本議案は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の規定に基づく、令和４年度分の固定資

産税の課税免除申請が、企業４社から提出されましたので、課税免除措置を講じるもので

あります。 

以上が、日程第７ 議案第３５号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（星 正彦君） 

本案に対する質疑は後日行います。 

この際、休会についてお諮りします。明日９日から１２日までの４日間を休会にしたいと

思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって明日、９日から１２日までの４日間を休会とすることに決定しました。 

以上をもって本日の日程は、全部終了しました。 

本日は、これをもって散会します。  

 

 

散会１３時１７分 

 

 

 

 

 

  


